
合併調整項目調整状況

事務事業番号 4655 専門部会名 健康福祉 分科会名 国保 担当部署

事務事業名

合併後調整内容【調整済】

合併後調整方針(協議会決定)

国保年金課

国民健康保険税

合併前の事務事業の状況
旧上田市 旧丸子町 旧真田町 旧武石村

町・真田町の例による。
　徴収方法は、上田市・丸子

(1)所得割 (1)所得割
【按分率（税率）】【按分率（税率）】

(1)所得割
【按分率（税率）】

・医療分：７．７０％ ・医療分：６．５０％
(1)所得割
【按分率（税率）】

・医療分：５．８０％ ・医療分：５．５０％
・介護分：２．００％ ・介護分：１．４３％ ・介護分：１．２０％ ・介護分：０．８０％

(2)資産割 (2)資産割 (2)資産割 (2)資産割
・医療分：２３．００％ ・医療分：３８．０％ ・医療分：３４．０％ ・医療分：３３．０％
・介護分：３．００％ ・介護分：４．７０％ ・介護分：５．５０％ ・介護分：６．００％

(3)均等割 (3)均等割 (3)均等割 (3)均等割

・医療分：２０，０００円 ・医療分：１９，０００円 ・医療分：１８，０００円 ・医療分：２０，０００円
・介護分：５，０００円 ・介護分：４，７００円 ・介護分：８，５００円 ・介護分：７，０００円

(4)平等割 (4)平等割 (4)平等割 (4)平等割
・医療分：２０，０００円 ・医療分：２１，０００円 ・医療分：２４，０００円 ・医療分：２３，０００円

・介護分：５，０００円 ・介護分：５，１００円 ・介護分：６，０００円 ・介護分：５，０００円

(5)限度額 (5)限度額 (5)限度額 (5)限度額
・医療分：５３０，０００円 ・医療分：５３０，０００円 ・医療分：５３０，０００円 ・医療分：５３０，０００円
・介護分：８０，０００円 ・介護分：８０，０００円 ・介護分：８０，０００円 ・介護分：８０，０００円

　徴収月（徴収回数）は、上
田市の例による。
　税率は、合併年度は各市町村

の税率とする不均一課税とし、

合併時において医療費等の動向

をみるなかで、新市において必

要額を算出し、合併の翌年度か

ら税率を設定する。このとき、

円滑な税率統一に向けて３年以

内の不均一課税についても検討

する。
　軽減は、地方税法の規定によ

る軽減率を適用する。

・徴収方法は本算定とする。 　問・審議を経て、新市市長への答申を受け、新市市長が新市議会の議決を経て

・徴収月は、７月、８月、９月、１０月、１１月、１２月、１月、２月、３月の 　決定する。

　９回とする。 ・軽減は地方税法の規定による軽減率を適用する。
・税率は、新市発足に伴い、旧市町村住民間で急激な負担の変化が予想されるた

　め、合併の翌年度（平成１８年度）、翌々年度（平成１９年度）においても、

　不均一課税とする。平成２０年度においては、予定されている医療制度改革の

　者により速やかに新市国民健康保険運営協議会を設置し、新市税率について諮

　動向を見ながら新市で検討する。
・税率設定に当たっては、国民健康保険法に基づき、新市発足後、市長職務執行


